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諮問第11号の答申 

平成21年に実施される全国消費実態調査及び全国単身世帯収支実態調査 

の計画について（案） 

 

本委員会は、総務省が平成21年に実施を予定している全国消費実態調査（指定統計第97

号を作成するための調査）及び全国単身世帯収支実態調査（統計報告の徴集）の計画につ

いて審議した結果、下記の結論を得たので答申する。 

 

記 

１ 承認の適否とその理由等 

(1) 適否 

計画を承認して差し支えない。 

なお、計画の実施に際しては、以下の理由等に留意することが必要である。 

 

(2) 理由等 

ア 全国消費実態調査 

 (ア) 調査対象 

  全国消費実態調査は、世帯の収支及び貯蓄・負債等の実態を把握する甲調査

（2人以上世帯及び単身世帯が対象）と、世帯構成員の個人的な収入及び支出の

実態を把握する乙調査（家計調査が終了した2人以上世帯が対象）により構成さ

れるが、今回の調査計画では、このうち、甲調査について、２人以上世帯の調

査対象数を約2,000世帯縮減し約52,000世帯とするとともに、従前の寮・寄宿舎

単位区調査（単身世帯約600世帯）を廃止し、単身世帯の調査対象数を約4,400

世帯とする計画である。 

   これについては、地方公共団体等の事務負担の軽減を図るとともに、後述の

全国単身世帯収支実態調査の実施や寮・寄宿舎が減少している現状を踏まえた

措置であり、調査結果の精度上も大きな影響はないことから、適当である。 

(イ) 調査事項  

調査事項については、①「家計簿Ａ」及び「家計簿Ｂ」において、ＩＴ化の

進展により、商品・サービスを購入する際の決済手段の多様化を踏まえ、購入

代金の支払方法として「電子マネー」を追加する、②「耐久財等調査票」にお

いて、耐久消費財の調査品目の一部を見直す、③「世帯票」において、「就

業・非就業の別」における就業者の雇用形態を「正規の職員・従業員」、「パ

ート」、「アルバイト」等に細分化する等の変更を行う計画である。 

これらについては、ＩＴ化の進展により多様化する購入代金の支払方法の実

態や世帯員の雇用形態の実態をより的確に把握するとともに、世帯における耐

久消費財の普及動向や家計ストックとしての実物資産額の的確な推計に資する

等の観点から変更を行うものであり、おおむね適当である。 

しかしながら、「世帯票」における就業者の雇用形態として、「パート」と
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「アルバイト」に区分することについては、本調査においては、両者を区分

する必要性が乏しいことから、両者を統合し、「パート・アルバイト」とす

る必要がある。 

また、「家計簿Ａ」及び「家計簿Ｂ」における「電子マネー」の定義につ

いては、「記入のしかた」等において分かりやすく説明を行い、記入者に混

乱が生じないようにする必要がある。 

(ウ) 調査方法 

調査方法については、公共サービス改革基本方針（平成18年９月５日閣議決

定。平成20年12月19日改定）に基づき、地方公共団体において、実地調査に係

る業務を民間事業者に委託することを可能とする計画であり、これについては、

適当である。 

また、調査対象からの照会等に的確に対応するため、民間事業者を活用し

たコールセンターを設置するとともに、調査対象の利便等を図るため、政府統

計共同利用システムを活用したオンラインによる申告も可能とする計画であり、

これらについては、適当である。 

ただし、コールセンターの設置に当たっては、電話がつながらないことが地

方公共団体等への苦情につながることがあるので、調査実施者において、民間

事業者を十分指導し、このような事態が生じないよう措置することが必要であ

る。また、オンラインによる申告方法の導入に当たっては、調査客体が使い易

い設計とするとともに、「記入のしかた」等において利用方法等について分か

り易い説明を行う必要がある。 

 (エ) 集計事項 

 集計事項については、調査事項の変更に対応して変更する計画であり、これ

については、統計需要に即したものとなっており、おおむね適当である。 

しかしながら、世帯類型別の外に、非同居の家族を含めた分類による集計を

行う必要がある。 

 

イ 全国単身世帯収支実態調査  

(ア) 全国単身世帯収支実態調査の位置付け 

 全国単身世帯収支実態調査は、単身世帯の捕捉が困難になっている現状を踏

まえ、民間調査機関が管理する登録モニター等の中から選定した全国の年齢60

歳未満の単身世帯（若・中年単身世帯）の収支及び貯蓄・負債等の実態を調査

することにより、若・中年単身世帯の所得・消費・資産の水準及び構造等を明

らかにし、もって全国消費実態調査の結果を補完することを目的とし、統計報

告の徴集として実施しようするものである。 

これについては、全国消費実態調査に係る累次の統計審議会の答申におけ

る指摘を踏まえた措置であり、適当である。 

(イ) 調査対象 

     調査対象については、総務省の指示に基づき、業務を受託した民間調査機関

が管理する登録モニター等の調査協力世帯の中から選定した全国の年齢60歳未
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満の単身世帯約1,600世帯とする計画である。 

    これについては、前述の統計審議会の答申の指摘を踏まえるとともに、現在

の民間調査機関の受託能力を勘案したものであり、適当である。 

（ウ）調査事項 

   調査事項については、平成21年全国消費実態調査の単身世帯調査と同様に、

「家計簿Ａ」、｢家計簿Ｂ」、「年収・貯蓄等調査票」、「耐久財等調査票」及

び「世帯票」の５種類の調査票により、単身世帯の収支及び貯蓄・負債、耐久

消費財、住宅・宅地等の家計資産を把握する計画である。 

   これについては、平成21年全国消費実態調査の結果を補完するという本調査

の目的にかんがみ、適当である。 

（エ）調査方法 

   調査方法については、民間調査機関に実地調査に係る業務を委託し、民間調査

機関が選任した調査員により、又は、郵送若しくはオンラインにより実施する

計画である。 

これについては、民間調査機関の受託能力を勘案したものであり、適当と考

えるが、調査実施者において、民間調査機関の業務の実施状況についてモニタ

リングを適切に実施する等により、民間調査機関と十分な意思疎通を図り、調

査対象の秘密保護に欠けること等のないよう円滑な調査の実施に努める必要が

ある。 

(オ) 集計事項  

集計事項については、全国消費実態調査の単身世帯調査と同様の事項について

集計、公表するとともに、参考系列として、同調査の結果との統合集計（単身世

帯計、世帯総合）を行い、その結果を公表する計画であるが、全国消費実態調査

の結果との統合集計については、現時点において、その方法が定まっていないこ

とから、その評価が困難である。 

しかし、統合集計を行うことを勘案した場合、少なくとも、全国単身世帯収支

実態調査と全国消費実態調査の調査対象との間で集団の性格に差異がないか否か

を検証するために、アンケート調査等を実施する必要がある。 

 

２ 今後の課題 

  (１) 全国単身世帯収支実態調査は、全国消費実態調査を補完する見地から、今回初め

て、民間調査機関が管理する登録モニター等を対象として調査を実施するもので

あるため、モニター調査の調査結果の精度に及ぼす影響等について十分な検証を

行うとともに、全国消費実態調査の結果との統合集計の方法やその結果の妥当性

についても併せて十分な評価を行う必要がある。 

このため、調査実施者は有識者等から成る研究会を設置するなどして、これら

の検討を行う必要がある。 

(２)  家計の個計化の進展を踏まえ、より的確に家計の実態を把握する観点から、全国

消費実態調査について、地方公共団体等の事務負担や記入者負担にも留意しつつ、

次のような見直しを行う必要がある。 
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① 上記（１）の全国単身世帯収支実態調査の結果の有効性等に関する検討結果

を踏まえ、現在、家計調査の終了世帯を対象に実施している乙調査（個人収支

簿）について、モニター調査方式の導入等により、家計の個計化の実態を世帯

の家計収支等と関連付けて把握することが可能となるよう変更することの可否

【Ｐ】 

② 甲調査の「年収・貯蓄等調査票」について、資産の個計化を捉えるため、貯

蓄現在高を世帯主、世帯主の配偶者、他の世帯員別に把握することや株式を国

内、国外別に把握することの可否 

（３）全国消費実態調査の甲調査の「世帯票」について、家族の形態が多様化してい

る状況を踏まえ、「（16）その他の人の場合」に「世帯主との続柄」を追加するこ

となどにより、非同居の家族を含めた多様な家族類型別集計を行い、公表すること

を検討する必要がある。 

   また、同調査票において、住宅に関する事項を把握しているが、住宅・土地統

計調査、国勢調査等においてもほぼ同様な調査事項が盛り込まれており、所要の

調整を検討することが必要となっている。これについては、「公的統計の整備に

関する基本的な計画」に関する答申（平成20年12月統計委員会）において、「住

宅・土地に関する統計体系について検討する。」（平成25年調査の企画時期まで

に結論を得る。）との指摘が行われていることから、この検討状況を踏まえつつ、

対応を図る必要がある。 

（４）家計資産を的確に把握する観点から、現在把握していない「宝石・貴金属、美   

術品、骨董品等」の世帯の資産について、諸外国の調査事例やその結果表章の状

況を踏まえつつ、その把握の可否を検討する必要がある。その際、価格評価の方

法の検討とともに、どの調査票（耐久財等調査票、年収・貯蓄等調査票）で把握

することが適当かについても検討する必要がある。 

 


